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 ４．補助対象事業に関すること＜省エネ改修＞  

Q4-1 居室とは何ですか？ 

A4-1 居室とは、「リビング」、「ダイニング」、「寝室」、「子ども部屋」、「書斎」、「応接

間」、「和室」、「キッチン」等のことです。 

   その反対に「玄関」、「便所」、「浴室」、「脱衣室」、「洗面所」、「押し入れ」、「納

戸」、「廊下」は居室にはなりません。 

 

Q4-2 開口部の断熱化とはどういう意味ですか？ 

A4-2 既存のガラスを複層ガラスや三層複層ガラスという断熱に効果的なガラスに取

り換えることです。一般的なガラスに比べて、断熱性能が高く、結露対策にも効

果があります。 

 

Q4-3 開口部の断熱化のみでも補助の対象になりますか？ 

A4-3 省エネ改修の場合は、開口部の断熱化と設備の高効率化の工事を併せて行う必

要があります。どちらか一方では補助の対象にはなりません。 

 

Q4-4 高効率給湯器はどういう製品がありますか？ 

A4-4 高効率給湯器等には次のものがあります。 

  ・エコキュート（電気ヒートポンプ給湯器） 

  ・エコジョーズ（潜熱回収型ガス給湯器） 

  ・エコフィール（潜熱回収型石油給湯器） 

Q4-5 古くなった高効率給湯器を新しいものに更新する場合も補助の対象になります

か？ 

A4-5 更新は補助の対象にはなりません。 

 

Q4-6 開口部の断熱化や設備の高効率化に係る改修工事の補助の対象となる仕様はど
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のようなものがありますか？ 

A4-6 国土交通省所管のこどもエコすまい支援事業又は子育てグリーン住宅支援事

業のホームページ、カタログ等により確認ができます。 

  こどもエコすまい支援事業 

   https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp/reform/ 

  子育てグリーン住宅支援事業 

   https://kosodate-green.mlit.go.jp/reform/ 

  こどもみらい住宅支援事業  

   https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/manufacturer/search/ 

 


